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１【提出理由】

　当社は2026年４月23日開催の取締役会において、当社の特定子会社である株式会社シンフォーを存続会社、当社の特定

子会社である株式会社ミントを消滅会社とする吸収合併を行うこと、並びに、当社の特定子会社である株式会社アール・

エス・アールを吸収分割会社、当社の特定子会社である株式会社シンフォーを吸収分割承継会社とする吸収分割を行うこ

とを決議し、同日付でそれぞれ合併契約書および吸収分割契約書を締結いたしました。

　本件吸収分割により、株式会社シンフォーは、株式会社アール・エス・アールが東京・広島・福岡において展開してい

る受託開発事業、SES事業、ソフトウェアテスト事業を承継し、株式会社アール・エス・アールは、中国地方で展開して

おりますシステム運用サポート事業およびシステムエンジニア派遣事業を引き続き営むこととし、吸収分割後も存続いた

します。

　これらの取引は、いずれも当社の特定子会社に係る重要な組織再編に該当することから、金融商品取引法第24条の５第

４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものでありま

す。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

①　株式会社ミント（消滅会社）

商号 株式会社ミント

住所 東京都千代田区麹町一丁目６番４号

代表者の氏名 代表取締役社長　　田中　真史

資本金 11,000千円（2026年４月23日現在）

事業の内容 基幹システム開発・保守

　（注）効力発生日は2026年７月１日を予定しています。

 

②　株式会社アール・エス・アール（分割会社）

商号 株式会社アール・エス・アール

住所 広島市中区大手町２丁目７番７号

代表者の氏名 代表取締役社長　　西村　祐一

資本金 10,000千円（2026年４月23日現在）

事業の内容 受託開発・保守運用、並びにSES事業

　（注）効力発生日は2026年７月１日を予定しています。

 

③　株式会社シンフォー（承継会社）

商号 株式会社シンフォー

住所 東京都中央区八丁堀四丁目10番４号

代表者の氏名 代表取締役社長　　李　熙男

資本金 60,000千円（2026年４月23日現在）

事業の内容 金融機関向けシステム開発

　（注）効力発生日は2026年７月１日を予定しています。

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に

対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

 移動前 移動後

株式会社ミント 20 -

株式会社アール・エス・アール 14 14

株式会社シンフォー 12 12

 

②　総株主等の議決権に対する割合

 移動前 移動後

株式会社ミント 100％ -

株式会社アール・エス・アール 100％ 100％

株式会社シンフォー 100％ 100％

 

 

(3）当該異動の理由及びその年月日
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①　異動の理由　：本組織再編を行うことにより、株式会社ミントは消滅し、当社の特定子会社ではなくなるためで

あります。

 

②　異動の年月日：2026年７月1日（予定）

 

以　上
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